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平成２４年（ワ）第２０６号 柏崎刈羽原子力発電所運転差止め請求事件

原 告 吉 田 隆 介 外１３１名

被 告 東京電力株式会社

準 備 書 面（１）

２０１２年１０月 日

新潟地方裁判所第２民事部合議係 御中

原告ら訴訟代理人弁護士 和 田 光 弘

同 伊 東 良 徳

同 松 永 仁

同 水 内 基 成

同 大 田 陸 介

外 名

福島原発事故津波原因説の誤り
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第１ はじめに：本準備書面の目的と概要

福島原発事故について，被告及び政府（旧原子力安全・保安院，政府事故調

等）は，事故を炉心溶融に至らせた決定的要因である全交流電源喪失の原因を

津波によるものとしている。しかし，少なくとも福島第一原発１号機から３号

機については現在に至っても（空冷式の２号機Ｂ系を除いて）非常用ディーゼ

ル発電機室に立ち入ることさえできず非常用ディーゼル発電機本体も給油系統

や冷却系統の配管もケーブルも大半の電源盤も事故後まったく検査さえできな

い状態にあり，津波によって停止したことが積極的に確認されたことは一度も

ない。津波原因説は，後述するように，非常用電源の喪失と津波到達の前後関

係さえ具体的に検討することなくあるいは誤った津波到達時刻を前提として主

張され，また津波第１波によって海水ポンプが被水停止したのではないかとい

う何ら検証されたことがない憶測に基づいて主張されているものである。

これに対し国会事故調報告書は，１号機Ａ系の電源喪失の原因は津波ではな

いと考えられるとし，１号機Ｂ系，２号機Ａ系，３号機Ａ系及びＢ系も電源喪

失が津波によるといえるかは疑問があるとしている（国会事故調報告書＝甲第

１号証の１ ２２７ページ，同参考資料＝甲第１号証の２ ７８ページ）。

本準備書面は，第１に，もっともわかりやすい１号機の全交流電源喪失につ

いて，その直接の原因が津波ではあり得ないことを，国会事故調報告書が示す

資料及びその他の資料も含めた検討に基づいて，明確に論証することにより，

津波対策さえすれば全交流電源喪失は防止できるかのような被告の主張が誤り

であることを示すとともに，第２に，津波原因説をめぐる被告の態度を紹介し

て原発延命のためには平然と嘘をつく被告の体質と被告の主張の信用性につい

て論ずるものである。

第２ 津波原因説の概要

１ 被告の中間報告書
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被告が２０１１年１２月２日に公表した「福島原子力事故調査報告書（中間

報告書）」（以下，「東電中間報告書」という）では，全交流電源喪失の原因に

ついては以下のように記載されている。

「福島第一原子力発電所では，地震によってすべての外部電源が失われたが，

非常用ディーゼル発電機（非常用Ｄ／Ｇ）が起動し，原子炉の安全維持に必要

な電源が確保された。」「その後，襲来した史上稀に見る津波により，福島第

一原子力発電所では，多くの冷却用海水ポンプ，非常用Ｄ／Ｇや電源盤が冠水

したため，６号機を除き，全交流電源喪失の状態となり，交流電源を用いるす

べての冷却機能が失われた。」（東電中間報告書２ページ）

東電中間報告書では，津波の到達時刻については，本文中では「１５時３０

分に前後して津波に襲われた」（１号機につき４４ページ，他の号機について

５０ページ，５６ページ。６２ページで４号機について「１５時３０分に前後

して津波が襲来し」，５号機・６号機では津波到達時刻の記載なし）と記載し，

事故進展の流れの図表中では「津波襲来」「第一波１５：２７」「第二波１５

：３５」（１号機につき４５ページ，他の号機について５１ページ，５７ペー

ジ，６３ページ，６５ページ，６７ページ）としている。

東電中間報告書では，事故が一段落した後に行った調査（２０１１年４月９

日発表の調査等）の段階で非常用電源関係機器が浸水・水没または冠水したこ

とを述べる（東電中間報告書３７～３９ページ）のみで，非常用電源の喪失時

刻と非常用電源関係機器の浸水・水没または冠水時刻の前後関係についての検

討はまったく行っていない。

２ 被告の「最終」報告書

被告が２０１２年６月２０日に公表した「福島原子力事故調査報告書」（以

下「東電『最終』報告書」という）では，全交流電源喪失の原因については以

下のように記載されている。
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「福島第一原子力発電所では，地震によってすべての外部電源（送電線等か

らの電力供給）が失われたが，非常用ディーゼル発電機（以下，「非常用Ｄ／

Ｇ」という）が起動し，原子炉の安全維持に必要な電源が確保された。」「そ

の後，襲来した史上稀に見る大きな津波により，福島第一原子力発電所では，

多くの電源盤が被水・浸水するとともに，６号機を除き，運転中の非常用Ｄ／

Ｇが停止し，全交流電源喪失の状態となったため，交流電源を用いるすべての

冷却機能が失われた。」（東電「最終」報告書２ページ）

東電「最終」報告書は，津波の到達時刻については，次のように述べている。

「福島第一原子力発電所の約１．５ｋｍ沖合には当社の超音波式の波高計が設

置してあったが，津波の第二波の影響により損傷したため，１５時３５分頃の

記録までしか取得できていない。ただし，記録された波形によれば，１５時１

５分頃から始まり１５時２７分頃にピークを持つ緩やかな水位上昇の後，一旦

水位低下傾向を示したのに続き，１５時３３分頃から急な水位上昇が観測され，

その直後に測定限界である O.P.＋７．５ｍを超えていることから，上述した特

徴をもつ津波と同様なものが発電所にも襲来したと考えられる。」（東電「最

終」報告書８ページ），「福島第一原子力発電所沖合の波高計設置位置では，

上述したとおり，緩やかな水位上昇の後，一旦水位低下傾向を示したのに続く

急な水位上昇が再現されており，発電所沖合の波高計の位置では１５時３３分

頃，発電所自体には１５時３５分以降に最大波が到達している。」（東電「最

終」報告書９ページ）

東電「最終」報告書では，津波の到達時刻の根拠となる記述は上記の部分だ

けであり，その後は津波第２波の到達時刻が１５時３５分であることを前提に

記述している（東電「最終」報告書１０６ページ，１号機について１１８ペー

ジ及び１２１ページ）。

東電「最終」報告書は，津波到達時刻と非常用電源喪失時刻の関係について

図表化し，「１５時３５分の津波第二波の襲来後に短時間の間で６号機非常用
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Ｄ／Ｇ（６Ｂ）を除き，全ての非常用交流電源の喪失に至っている。」として

いる（東電「最終」報告書１０６ページ）。

３ 政府事故調の報告書

東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会（政府事故調）の

中間報告書（２０１１年１２月２６日公表）は，全交流電源喪失の原因につい

て次の通り記載している。

「3 月 11 日 15 時 27 分頃及び同日 15 時 35 分頃の 2 度にわたり，福島第一原

発に津波が到達し，遡上して，4 ｍ盤に設置された非常用海水系ポンプ設備が

被水し，さらに，10ｍ盤，13ｍ盤の上まで遡上して，R/B，T/B 及びその周辺

施設の多くが被水した。津波到達の時点で，1 号機から 6 号機はいずれも非常

用 DG から交流電源の供給を受けていたが，津波の影響で，水冷式の非常用 DG

用の冷却用海水ポンプや多数の非常用 DG 本体が被水し（2 号機用の 2B，4

号機用の 4B，6 号機用の 6Bを除く。），ほとんどの電源盤も被水するといった

事態が発生した。このため，同日 15 時 37 分から同日 15 時 42 分にかけての

頃，1 号機から 6 号機は，6 号機の空冷式 DG（6B）を除き，全ての交流電源

を失った。」（政府事故調中間報告第４章９０～９１ページ）

なお，政府事故調の最終報告書（２０１２年７月２３日公表）では，全交流

電源喪失の原因や津波の到達時刻については言及されていない。

４ 津波原因説のまとめ

福島原発事故における全交流電源喪失は津波が原因であるとするこれらの見

解（この他に旧原子力安全・保安院がとりまとめた「技術的知見」，日本政府

がＩＡＥＡに提出した報告書等も同様であるが，政府事故調の中間報告書とほ

ぼ同じなのでいちいち引用しない）は，いずれも津波第２波の到達時刻が１５

時３５分頃であることを前提とし，非常用ディーゼル発電機本体や電源盤が被
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水・浸水したことまたは非常用ディーゼル発電機を冷却する海水ポンプが被水

して停止したことによって非常用交流電源が失われたとしている（東電「最終」

報告書は，中間報告書と表現を変え，海水ポンプの被水を非常用交流電源喪失

の原因から外しているが）。

第３ 津波の実測データの検討

１ 津波の実測波形

福島第一原発沖合１．５ｋｍ地点に設置された波高計の実測値は図１の通り

である。

図１ 福島第一原発沖合１．５ｋｍの波高計による津波実測波形

この実測波形を見ると，１５時１５分頃から始まり１５時２７分頃（あるい

は１５時２８分頃）にピークに達する第１波は，波高が O.P.（Onahama Peil 小

名浜港工事基準面：福島原発事故に関連する高さのデータは大半がこの O.P.を

基準として表示されているので，本準備書面もこれに従う。O.P.±０ｍは東京

湾平均海面(Tokyo Peil)の下方０．７２７ｍすなわち海抜－０．７２７ｍであ

る）＋４ｍ程度であり，１０分程度をかけて波高が約４ｍ上昇するという極め
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て長周期の波である。第１波の全体の上下と別にごく短時間の上下動（波浪）

があるがこれは上下幅数十ｃｍ程度にとどまっている。

これに対し，第２波は１５時３３分過ぎに急激に立ち上がり，波高４ｍ～５

ｍのところで一旦とどまった後１５時３５分頃再度急激に立ち上がって測定限

界とされる O.P.＋７．５ｍを超え，そこから測定値が不安定に上下動した後途

切れており，第２波が１５時３５分以降に波高７．５ｍを超えたことはわかる

がその後の波高及び波形は不明である。

２ 津波の波形と非常用電源喪失原因に関する論点整理

非常用交流電源関係機器のうち，非常用ディーゼル発電機本体及び電源盤は

O.P.＋１０ｍ（１号機～４号機）または O.P.＋１３ｍ（５号機，６号機）の敷

地上にある建物内に設置されているから，これらの機器が津波の第１波によっ

て被水・浸水したということはありそうにない（机上の論理としては，津波第

１波が沖合１．５ｋｍの波高計設置位置から福島第一原発敷地に至るまでに増

幅して波高が飛躍的に高くなったという主張も可能だが，後述の通り現実には

そのようなことはなかったと考えられるし，そのような主張は被告からもなさ

れたことがない）。従って，非常用ディーゼル発電機本体または電源盤の被水

・浸水によって非常用交流電源が停止したとすれば津波の第２波によることに

なり，津波の第２波がこれらの機器の設置された場所に到達した時刻の特定が

重要な論点となる。

他方，非常用ディーゼル発電機のうち，２号機Ｂ系，４号機Ｂ系，６号機Ｂ

系（この３つは空冷式）以外のものは，海水冷却式であり，冷却用海水ポンプ

は重要建屋がある敷地より低い海側エリアに設置されている。冷却用海水ポン

プ（敷地から高さ１．６ｍ以上の電動機部分）が津波によって被水すると冷却

用海水ポンプが停止し，海水ポンプ停止後もそのまま非常用ディーゼル発電機

を運転し続けると焼け付いてしまうので非常用ディーゼル発電機の損傷を避け
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るため，冷却用海水ポンプの停止後（正確にはポンプの吐出圧が一定値以下に

下がった後）６０秒経過した時点（３号機のみ１０秒経過時点）で非常用ディ

ーゼル発電機の停止信号が出る設定となっている（国会事故調報告書参考資料

＝甲第１号証の２ ６２ページ）。ただし，１号機Ａ系は，海水冷却式である

にもかかわらず冷却用海水ポンプが停止しても非常用ディーゼル発電機の停止

信号は出ない設定とされている（同）。従って，第２波が非常用電源喪失の時

刻前に到達していなくても，第１波が海水ポンプを被水停止させていれば，そ

れによって非常用ディーゼル発電機が停止したということはありうるので，津

波の第１波が海水ポンプを被水停止させたかが重要な論点となる。

以上の検討から非常用交流電源の喪失が津波によるか否かの判断に当たって

は，津波の第１波が海水ポンプを被水させたか，津波の第２波が非常用交流電

源喪失時刻前に非常用交流電源関係機器に到達したかの２点が重要な論点とな

り，その２点がともに否定されればその非常用交流電源の喪失の原因は津波で

はあり得ないことになる。

そして，非常用交流電源は各号機ごとに２系統（６号機のみ３系統）あるの

で，その両系統の交流電源喪失の原因が津波ではあり得ないとなれば，その号

機の全交流電源喪失の原因は津波ではあり得ないことになる。なお，本準備書

面でこれから論じる１号機に関して言えば，前述したように１号機Ａ系につい

ては海水ポンプの被水停止による非常用ディーゼル発電機停止信号は設定され

ていないから，Ａ系については第２波の到達時刻が停止時刻後であればそれだ

けで非常用交流電源喪失の原因が津波ではあり得ないことになる。

第４ 非常用交流電源の喪失時刻

非常用交流電源の喪失時刻は，政府事故調中間報告書で引用したように１５

時３７分から１５時４２分にかけて停止したとされているが，実は１号機Ａ系

の非常用交流電源停止時刻は，国会事故調報告書が出るまで特定されず，その
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後は国会事故調と被告との間で争いがある。

１号機の事故時のコンピュータ記録については，被告が旧原子力安全・保安

院の指示に基づき回答した文書（「事故時等における記録及びその保存の徹底

について」２０１２年９月２１日発表）によれば，１号機ではプロセスコンピ

ュータデータが電子保存不能のタイプであり，アラームタイパの打ち出し記録

は紙詰まりにより地震発生後１０分程度で停止し，過渡現象記録装置のデータ

が１５時１７分頃まで保存されているのみである。その結果，非常用交流電源

喪失の時間帯についてはコンピュータの記録は何もない（測定データのチャー

トはあるがデジタルではないので傾向は読めても時刻特定等にはほとんど役立

たないし，どちらにしても非常用交流電源関係のパラメータのチャートはな

い）。

地震当日の運転日誌(当直員引継日誌)には，「１５：３７ Ｄ／Ｇ１Ｂトリ

ップ→ＳＢＯ（Ａ系トリップはいつ？）」と記載されている。この運転日誌の

記載からは，１号機Ｂ系の非常用交流電源は１５時３７分に非常用ディーゼル

発電機の停止により失われ，これによって全交流電源喪失（ＳＢＯ：Station

Black Out）に至った以上，１号機Ａ系の非常用交流電源はそれ以前に失われ

ていたことはわかるが，１号機Ａ系の非常用交流電源喪失の時刻はわからない。

この点について，国会事故調が地震当日１号機中央操作室で機器の操作や計

器の監視に直接携わっていた運転員に対して行ったヒアリングで，１号機Ａ系

の非常用交流電源喪失は，「ものの１，２分とかそういうオーダー」「まぁ長

くても２，３分かなっていう，それ以内」の時間だけ１号機Ｂ系の非常用交流

電源喪失より前であることが確認された（国会事故調報告書参考資料＝甲第１

号証の２ ６４～６５ページ）。国会事故調はこれを根拠に１号機Ａ系の非常

用交流電源喪失時刻を１５時３５分か３６分と判断した（同）。（なお，被告

は，この国会事故調のヒアリング対象の運転員に「再度確認」しこれと異なる

証言を得たとしているが，この被告の態度については後に第９で述べる）
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以上の事実から，１号機の非常用交流電源喪失時刻については，Ａ系は１５

時３５分か３６分，Ｂ系は１５時３７分と判断するのが妥当であり，常識的で

ある（被告の非常識な態度については後述）から，本準備書面でもその前提で

論じる。

第５ 津波来襲を撮影した写真の整理

１ 津波来襲を撮影した写真の提出の経緯

被告は，２０１１年５月１９日に，５号機南側斜面から撮影した６枚組の写

真と４号機南側の廃棄物集中処理建屋から撮影した１１枚組の写真を公表し

た。前者は海側エリアのタンクが津波に襲われる状況を撮影したものであるが

撮影時刻に関する情報が付されておらず，他方後者は撮影時刻情報が公表され

たが津波が４号機タービン建屋敷地に遡上した後の写真であり，津波が敷地に

押し寄せる過程を撮影した撮影時刻情報のある写真は公表されなかった。

国会事故調が被告に対して津波の来襲状況を撮影した写真・動画すべての提

出を求めたところ，被告から後者の１１枚組の写真と同じカメラで撮影された

一連の写真で未公表のものが３３枚追加提出された。この中に津波が福島第一

原発に押し寄せる過程を撮影した写真が多数含まれていた。

被告が津波の来襲状況を撮影した写真多数を公表していないことは国会事故

調報告書でも指摘され（国会事故調報告書参考資料＝甲第１号証の２ ６６ペ

ージ），２０１２年７月５日の国会事故調報告書公表に際して報道されたこと

から，被告は２０１２年７月９日になって初めてこの３３枚の写真を公表した。

被告はその後同月１３日に，７月９日に公表した写真に付せられていたカメラ

の撮影時刻を削除して１枚目との撮影時刻差に書き換えたものに変更して，７

月９日に公表したページを削除している。なお，被告はこの際に，何か所かで

撮影時刻差を誤って記載している。

被告が２０１２年７月９日に公表した津波来襲状況を撮影した写真の最初の
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１４枚を別表に整理した。写真の番号は撮影順であり，被告が２０１２年７月

９日の公表時に付した番号を用いている。カメラの内蔵時計上の撮影時刻は国

会事故調に提出された写真のファイル上の情報を用いている（国会事故調報告

書参考資料＝甲第１号証の２ ６７～７３ページ）。撮影時刻差としては，被

告が現在の公表ページで付している１枚目との撮影時刻差には意味がないの

で，津波の第２波が４号機海側エリアに着岸した瞬間を捉えたと見られる写真

（写真１１）との時刻差を表示している。

２ 写真の撮影時刻

別表記載の通り，このカメラの内蔵時計の撮影時刻に従えば，津波の第２波

の福島第一原発敷地への到達は１５時４２分２１秒であり，これが正しければ

あれこれ論ずるまでもなく津波第２波の到達は非常用交流電源喪失時刻よりも

後となって非常用交流電源喪失の原因は津波ではあり得ないことになる。

被告は，国会事故調の再三の要求にもかかわらず，写真撮影者情報の提供を

拒否し，撮影者に対する国会事故調のヒアリングを妨害し阻止した（国会事故

調報告書参考資料＝甲第１号証の２ ６６ページ）。この態度からすれば，写

真の撮影の時刻・経緯をめぐっては被告に何か後ろ暗いことがあることがある

と推認できる。しかし，波高計の時計の時刻（これも厳密にはわからない）と

の関係上，国会事故調はこのカメラの内蔵時計の時刻は数分進んでいるものと

判断している（国会事故調報告書参考資料＝甲第１号証の２ ６６～６７ペー

ジ）ので，本準備書面においても，カメラの内蔵時計の撮影時刻そのものは当

てにせず，撮影時刻差のみを使用することとする。

第６ 津波第１波は海水ポンプを被水させたか

１ 海側エリアと防波堤

福島第一原発の主要建屋（原子炉建屋・タービン建屋）と海側エリア，防波
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堤・護岸の位置関係は図２の通りである（国会事故調報告書参考資料＝甲第１

号証の２ ７１ページ）。

図２ 福島第一原発海側エリア・防波堤等位置関係図

非常用ディーゼル発電機を冷却する海水ポンプは，O.P.＋４ｍの海側エリア

（４ｍ盤とも呼ばれる）にあるが，６号機の北側を除き，O.P.＋５．５ｍの防

波堤かそれ以上の防波堤・護岸に守られている。また，１号機から４号機の正

面（東側）には，防波堤と別に O.P.＋５ｍの東波除堤が設置されている。

ただし，事故が一段落した後に被告が福島第一原発の敷地を測定した際には，

多くの地点で０．６～０．７ｍ程度の敷地の沈降が確認されている。この沈降

がすべて津波来襲前に生じたかは確定できないが，津波前に生じていたとする

と防波堤の高さは O.P.＋５ｍ弱かそれ以上，東波除堤の高さは O.P.＋４ｍ強程

度であったことになる。

津波が海水ポンプのある海側エリアを浸水するためには，これらの防波堤・

護岸，波除堤を乗り越えなければならない。
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２ 第１波を撮影した写真の検討

別表で整理した写真１～写真４と第２波の４号機海側エリア着岸を撮影した

写真１１との撮影時刻差を，波高計の実測波形の第２波が波高５ｍを超えて立

ち上がる時刻から遡って書き込むと図３の通りとなる（国会事故調報告書参考

資料＝甲第１号証の２ ７１ページ）。

図３ 第１波写真撮影対象説明図

この図の波高計の波形は図１と比べると緩やかに見えるが，それは横軸の時

間幅が大幅に拡大されていることと測定値の時間刻みが異なる（粗い）ためで，

波高計の実測波形であることには違いはない。

津波の波形が変わらなければ，写真１１が第２波が４号機海側エリアに着岸

したところを撮影したものであるから，写真１～写真４はそこから撮影時刻差

分だけ遡った第１波の該当部分が福島原発敷地の位置に達したところを撮影し

たことになる（写真１は第１波のピーク付近が敷地に到達した頃の写真）。

第３でも述べたとおり，第１波の本体は極めて緩やかに水位が上昇する波で

あり，１０分あまりで４ｍの波高上昇は，福島第一原発周辺の水深１０ｍでの

津波の進行速度が６００ｍ毎分程度であることから考えれば６００ｍに対して

４０ｃｍ，すなわち傾斜角度（仰角）０．０４度という傾斜が看取できないレ

ベルの波であるから，外観上は速い満ち潮のようなものである（これに上下幅

最大数十ｃｍの波浪が伴う）。従って，第１波が海側エリアに浸水する場合は，

防波堤や東波除堤は水没した状態に見えるはずである。
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写真１

写真２

写真３
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写真４

図３からすると，写真１～写真４は第１波のピーク近辺を撮影したものであ

るが，写真を見ると，防波堤の最上部近辺まで水位が上昇し，東波除堤も上部

まで水位が達しており，波浪の上部が防波堤をわずかに越えようとしていると

ころも見られるが，防波堤も東波除堤も水没していない。

また，この写真はほぼ３０秒おきに撮影されているところ，第１波の波形か

ら考えて第１波の本体が３０秒程度のうちに大きく上下することはない（波浪

は別だがその上下幅はせいぜい数十ｃｍ）。

従って，この写真の防波堤や東波除堤の状態だけを見ても，第１波が海側エ

リアに浸水したということはありそうもない。

しかし，疑い深い人のためにさらに厳密に検討してみよう。

これらの写真上，海側エリア（４ｍ盤）の盤面は明確には見えていない。し

かし，南防波堤の脇に見える「取水ポンプ室」という建物は，４ｍ盤上の建物

である。この取水ポンプ室が盤面まで見えるかを確認することによって，４ｍ

盤への浸水があったかを判断することができる。取水ポンプ室を図示して写真

を再掲する。
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写真１－２

写真２－２

写真３－２
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写真４－２

これらの写真では，丸く囲った取水ポンプ室の正面は建物の接地部分までつ

まり海側エリア（４ｍ盤）の盤面まで見えている。見えているということをよ

り厳密に検証すれば，以下の通りである。

図４ 取水ポンプ室概念図

取水ポンプ室の西側部分の高さ（図４のｂ）は４．３ｍであり，西側部分上

端から出入口開口部上端まで（図４のａ）は１．１ｍである（国会事故調報告

書参考資料＝甲第１号証の２ ７３ページ）。写真１～写真４においてａ部分

は全部が見えていることが明らかであるから，ｂ部分が全部見えているかどう

かは，各写真のａ：ｂの比率が１．１：４．３≒１：４であるかどうかで判定
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できる(もし盤上１．６ｍまで浸水していればこの比は２：５になる）。

この写真１～写真４のファイル上のａはいずれも２ピクセル，ｂはいずれも

８ピクセルであった（国会事故調報告書参考資料＝甲第１号証の２ ７３ペー

ジ）から，いずれの写真でも取水ポンプ室は４ｍ盤の盤面まで見えていると判

断できる。この読み取りの誤差を考えてもこの写真上の１ピクセルは取水ポン

プ室正面では５０～６０ｃｍに相当する（国会事故調報告書参考資料＝甲第１

号証の２ ７３ページ）から，浸水はあったとしても数十ｃｍにとどまる。

参考までに写真１～写真４の取水ポンプ室の部分を抜き出して並べると次の

通りである（左側から順に写真１～４）。

それぞれの写真の下側に白い部分があり，これは水平ではないことからして

も浸水ではないと考えられるが，仮にこれを浸水だとしてみた場合でも，取水

ポンプ室の正面が４ｍ盤の盤面まで見えていて水没部分がないかほとんどない

のであるから，やはり浸水はあったとしてもわずかである。

海水ポンプが被水停止するためには４ｍ盤の盤上１．６ｍより上にある電動

機が被水する必要があるから，仮に数十ｃｍ程度の浸水があったとしても，海

水ポンプは被水停止しない。

３ 目撃証言

写真１～写真４に写っている津波の被害を避けるために港を出て沖合に避難

する途中の船舶の乗員は，国会事故調のヒアリングに対して，港を出るまでに

津波には遭遇していないと述べている（国会事故調報告書参考資料＝甲第１号

証の２ ７４ページ）。

また，３号機タービン建屋の東側を１号機方向に避難しながら第１波を目撃

した者は，国会事故調のヒアリングに対して，東波除堤を波が超えるのを見た
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が大きく超えるのではなく台風報道でよく見るような様子だったと述べている

（国会事故調報告書参考資料＝甲第１号証の２ ７４ページ）。

このことから，津波第１波では波浪が東波除堤を越えることはあっても第１

波本体が防波堤や東波除堤を越えることはなかったと判断できる。

４ 被告の裁判外での姿勢

被告は，一般非公開の津波再現計算報告書において津波の第１波により１号

機から６号機までのすべての海側エリアが浸水したと記載していたため，国会

事故調が調査結果を踏まえて，津波第１波による４ｍ盤の浸水の有無，浸水の

範囲，浸水の経路について東電の意見があればお聞きしたいと意見照会した（国

会事故調報告書参考資料＝甲第１号証の２ ７４ページ，７７ページ）。被告

は，国会事故調のこの意見照会に対して，「津波第１波の状況について明確に

確認できている情報はありません」と回答している（国会事故調報告書参考資

料＝甲第１号証の２ ７７ページ）。

また，被告は，前述したように，東電「最終」報告書では，全交流電源喪失

の原因に関する文から海水ポンプの被水を外している。

このようなことから，被告も，現時点では，海水ポンプの被水停止によって

非常用交流電源が喪失したという主張は維持していないものと見受けられる。

５ まとめ

以上に述べたところから，津波の第１波によって１号機から４号機の海側エ

リアが浸水したとか，海水ポンプが被水停止したということはなかったと判断

できる。

第７ 津波第２波の到達時刻

１ 第２波の４号機海側エリア着岸時刻
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第３で指摘したとおり，福島第一原発沖合１．５ｋｍ地点を津波の第２波が

通過した時刻は１５時３５分である。被告が当初公表せず後日公表した津波の

来襲状況を撮影した写真の中には，津波の第２波が防波堤突端に達してから４

号機海側エリア着岸に至るまでの写真が含まれているが，他方，波高計から防

波堤突端に至るまでの約８００ｍに関しては写真等の資料は存在しない。

図５ 波高計の位置と津波進行時間の推定

この結果，国会事故調は，資料の存在しない波高計から防波堤突端までの進

行時間は津波の速度に関する一般式である水深（ｍ）×重力加速度（ｍ／ｓ２）

の平方根で求め，写真のある防波堤突端から４号機海側エリア着岸までの進行

時間は写真の撮影時刻差で求めている。波高計設置か所から防波堤突端の約８

００ｍ区間の水深が９～１３ｍであることからこの間の時間を７０～８０秒，

防波堤突端から４号機海側エリア着岸までの時間は撮影時刻差５６秒であり，

あわせて２分強である。従って，津波第２波の波高計設置位置通過時刻が１５

時３５分である以上，４号機海側エリア着岸時刻は１５時３７分となる（国会

事故調報告書参考資料＝甲第１号証の２ ６９ページ）。
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この推定方法は，第２波が東側から防波堤も何もかも飲み込んでまっすぐに

福島第一原発敷地に到達したのではなく，東側から来た第２波が防波堤を越え

ると潰れて沈静化していき，最終的には南側から来た波が東側から来た波を追

い越して南側護岸を超える形で４号機海側エリアに着岸していることから最終

的な着岸は単純な波の速さ計算では求められないと考えられることを見ても妥

当なものというべきである。

津波第２波の進行状況を４号機南側から撮影した写真で確認してみよう。

写真７（写真１１の０分５６秒前）

写真８（写真１１の０分４５秒前）
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写真９（写真１１の０分２８秒前）

写真１０（写真１１の０分２３秒前）

写真１１
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これらの写真からは，東側から南防波堤を呑み込み破壊しながら押し寄せて

きた津波第２波が，東波除堤を乗り越えないままに写真１１で南側から来た波

に追い越されていることがわかる。波の方向等を書き込むと写真１１－２のよ

うになる。

写真１１－２

２ １号機敷地の浸水時刻

津波第２波の写真で，４号機海側エリアに着岸してもなお，東側からの波が

東波除堤を乗り越えていないことを見た。これは，その後の写真でもしばらく

は同じであり，４号機海側エリア着岸から５２秒後の写真１４でようやく東波

除堤の４号機前から３号機前部分が津波に呑まれていくのである。

写真１２（写真１１の０分０４秒後）
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写真１３（写真１１の０分３７秒後）

写真１４（写真１１の０分５２秒後）

これらの４号機南側から撮影した一連の写真から読み取れる津波第２波の進

行状況を図示すると図６のようになる。
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図６ 第２波進行状況説明図

整理すると，第２波の東から来た最初の波は，南防波堤を越えた（南防波堤

の上部を破壊した）ところで事実上潰れてしまい港の中央部や東波除堤には津

波の影響は及んでおらず，東から来た波が停滞し（潰れ）ているうちに南側か

ら来た波が先に４号機海側エリアに着岸し，その後東側から来た次の波が４号

機海側エリア着岸から１分近くしてから防波堤を超えた上に東波除堤を越えて

原発正面へと進んでいったのである。

写真１３から写真１４では，東波除堤が南側（写真では右側）から次第に津

波に呑み込まれていき，津波第２波の４号機海側エリア着岸から５２秒後の写

真１４で視界の北端（左端）部分の東波除堤がまさに津波に呑まれたところで

ある。この写真の視界の北端は東波除堤の３号機から２号機の正面である（図

６参照）から，この時点では東側から来た津波の後続波はまだ１号機から３号

機の敷地には達していないと見るべきである。

港中央部と東波除堤をマークした写真を再掲する。
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写真７－２（写真１１の０分５６秒前）

写真８－２（写真１１の０分４５秒前）
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写真９－２（写真１１の０分２８秒前：↑前ページ）

写真１０－２（写真１１の０分２３秒前）

写真１１－３

写真１２－２（写真１１の０分０４秒後）
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写真１３－２（写真１１の０分３７秒後）

以上のように，津波第２波の写真だけから見ても，津波第２波が４号機海側

エリアに着岸した後も，少なくとも５２秒程度の間は（写真１４に至るまで）

１号機から３号機の正面側の港中央部や東波除堤には津波の影響が見られなか

ったことが明らかであるから，１号機の敷地が津波に襲われるのはそのさらに

後であり，１５時３８分以降であると考えられる。

それに加えて，津波第２波を１号機北側の汐見坂下の駐車場から目撃してい

た者は，国会事故調のヒアリングに対して，第２波により重油タンクが流され

るのを目撃してその際に所持していたＰＨＳで時刻を確認したところ１５時３

９分であった，その後第２波が１０ｍ盤に遡上してきたので汐見坂を上って免

震重要棟まで避難したと証言している（国会事故調報告書参考資料＝甲第１号

証の２ ７７ページ）。この証言から見ても，１号機敷地への津波の遡上は重

油タンクを流す強い波があった後であるから第２波の最初の波ではないと考え

られること，ＰＨＳの時刻が完全に正確でないとしても常時保持しているもの

であり目撃者が時刻確認に使用していることからしてはっきり時刻が狂ってい

ればそれ以前に気がつくはずであり大きなズレはないと見られることから，１

号機敷地への津波の遡上時刻は１５時３９分頃と考えるのが妥当である。
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３ 被告の姿勢

国会事故調は，調査を踏まえて，被告に対して，津波到達時刻について波高

計設置位置のデータを用いていることと沖合１．５ｋｍ地点からサイトまでの

所要時間についてどのように考えているのかについて回答を求めた。これに対

し被告は，「『１５時３５分頃』としている津波第二波の到達時刻は，波高計

の測定記録です。（略）津波再現計算によると，この１．５ｋｍの伝播所要時

間は約２分半です。波高計測定記録に基づいて推定される敷地への津波到達時

刻は，１５時３５分の約２分半後，すなわち１５時３７～３８分頃であったと

考えられます。ただし，港湾内の検潮所の記録は取得できておりませんので，

正確な時刻は把握できておりません。」と回答した（国会事故調報告書参考資

料＝甲第１号証の２ ７７ページ）。

これについては，被告は，東電「最終」報告書で態度を翻しており，その誤

りについては後述するが，被告においても，国会事故調への回答では，津波第

２波の福島第一原発敷地への到達時刻が１５時３５分頃とすることは根拠がな

く，敷地への到達時刻は１５時３７分～３８分頃とするのが妥当と認めていた

ものである。

４ まとめ

以上に述べたところ，特に津波第２波の写真の分析から，津波第２波が４号

機海側エリアに着岸したのは１５時３７分頃であり，１号機敷地に浸水するの

は１５時３８分以降，おそらくは１５時３９分頃と判断するのが妥当である。

第８ 全交流電源喪失の原因についての結論

以上に述べたところから，少なくとも１号機に関して言えば，津波第１波に

よる海水ポンプの被水の事実はなく（また１号機Ａ系についてはその事実の有

無にかかわらず）津波第１波による海水ポンプ被水停止によって非常用交流電
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源が停止したということはなく，津波第２波が浸水したのは１５時３８分以降

であるから１号機Ａ系についても１号機Ｂ系についても津波第２波の到達以前

に非常用交流電源が喪失しており，両系統ともに，非常用交流電源喪失の原因

は津波ではあり得ない。その結果，１号機の全交流電源喪失の原因は津波では

あり得ない。

第９ 被告の態度

１ 「最終」報告書で津波第２波到達時刻を１５時３５分と主張する鉄面皮

先に述べたとおり，被告は，国会事故調に対しては，１５時３５分頃として

いる第２波到達時刻は波高計の測定記録であり，福島第一原発敷地への第２波

到達時刻はその２分半後の１５時３７～３８分頃と考えられると回答していた

（国会事故調報告書参考資料＝甲第１号証の２ ７７ページ）にもかかわらず，

東電「最終」報告書では，波高計設置位置では１５時３３分頃から急速に水位

が上昇していることを根拠に第２波の敷地到達時刻は１５時３５分頃としてい

る（東電「最終」報告書８～９ページ）。

図７ 東電「最終」報告書の主張の波高計実測波形へのあてはめ
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図７で示すように，波高計の実測波形では確かに１５時３３分過ぎから急速

に水位が上昇しているが，その水位上昇は被告が言うような「１５時３３分頃

から急な水位上昇が観測され，その直後に測定限界である O.P.＋７．５ｍを超

えている」（東電「最終」報告書８ページ）のではなく，一旦 O.P.＋５ｍ弱で

水位上昇が停滞し，１５時３５分頃になってまた急速に上昇して O.P.＋７．５

ｍを超えているのである。波高計設置位置を１５時３３分ないし１５時３４分

頃に通過した波の波高は O.P.＋５ｍ弱であり，波高計設置位置通過後に大幅に

波形が変わって波高が大幅に高くなるのでない限り，防波堤を越えない。

写真５（写真７の１分０８秒前）

写真６（写真７の０分５７秒前）
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実際，（被告の主張ではなく本来の）第２波が防波堤突端に達した写真（写

真７）の１分０８秒前及び５７秒前に撮影された写真５，写真６には，防波堤

突端に防波堤を越えない小規模な波が到達したところが写っている。これは第

２波の最初の波の１分前後前の波であるから，波高計設置位置を１５時３４分

頃に通過した波であることが明らかである。

つまり，被告が東電「最終」報告書で波高計設置位置で１５時３３分頃から

急速な水位上昇が観測されたとしている波は，１５時３４分頃に波高計設置位

置を通過して１５時３５分頃に防波堤突端に達しおそらくは１５時３６分頃に

福島第一原発敷地付近に到達しているはずであるが，その波は防波堤も東波除

堤も越えられない，原発施設に何ら影響のない小波であった。

もっとも，被告の「最終」報告書９ページの記載は再現計算の話をしている

と読めるあいまいな記載をしている。その場合でも，国会事故調が津波再現計

算の津波到達時刻の記載について質問したのに対して，被告は「津波の再現計

算では，波高計で観測された時刻よりも少し早い時刻に第二波が波高計位置で

現れております。保安院へ提出した報告書では『解析結果によると』と断った

上で再現計算結果を報告しております。当社は，波高計の観測記録が正と考え

ております。再現計算の精度向上については今後の課題と考えております。」

と回答しており（国会事故調報告書参考資料＝甲第１号証の２ ７７ページ），

再現計算の精度が低く波高計の実測波形が正しいと認識しているのであるか

ら，波高計の実測波形を無視して再現計算によって津波の到達時刻を論じるこ

とが誤りであるとわかっているはずである。

従って，東電「最終」報告書の津波の到達時刻に関する記載は，被告が自ら

誤りであることを認識し，かつ国会事故調に対して誤りであると認めた考え方

を，素知らぬ顔で国民一般や政府に対して示しているものであり，二枚舌であ

りまた鉄面皮の嘘つきというべきものである。
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２ 運転員への「再度確認」

第４で触れたように，国会事故調が地震当日１号機の機器の操作や計器の監

視に携わっていた運転員から１号機Ａ系の非常用交流電源の喪失時刻を聴取し

たところ，被告はこの運転員に「再度確認」して異なる証言を得たと主張して

いる。

事実関係について，より具体的にいえば，以下の通りである。

国会事故調のヒアリングは，２０１２年４月２７日に，当時被告の運転員

・作業員の宿舎となっていたＪビレッジで，２０１１年３月１１日当日に１

号機中央操作室にいた運転員のうちパネル監視や機器の操作を直接担当した

者４名に対して同時に行われ，東電側から別に１名が立ち会っていた。この

ヒアリングでの１号機Ａ系非常用ディーゼル発電機トリップの時刻に関する

やりとりは以下の通りであった。

【運転員】１個目がこけたっていうのは聞こえて，何でこけたんだろう，っ

て言っているうちに，もう一つがこけてＳＢＯになったっていう，話です。

【調査員】あー，そうなんですか。ただ要するにほら日誌にはどこにも１Ａ

がいつ飛んだって話は書いてなくて，かつ，ほらわざわざこう，あの，かっ

こして「１Ａはいつ？」って書いてあるので，たぶんじゃ皆さん分からなか

ったのかな，と思ってお聞きしている。

【運転員】あぁそれは，中操内では，こけてったというのはわかってました。

はい。

【調査員】それは，その，それからしばらくしてというのは，「しばらく」

はどれくらいの時間でしょうか。

【運転員】そんなに大きな時間差はないです。本当に何でだろうって言って

る，何が理由でトリップしたんだろうって言ってるうちに，止まったってい

うイメージですね。ほんと，ほんとものの１，２分とかいうそういうオーダ

ーですね，はい。
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【調査員】ものの１，２分くらい？

【運転員】１０分，２０分とかいうそういう時間差はなかったですね。

【調査員】逆に言えば何秒という話でもなくて，まぁ１，２分ぐらいの感じ？

【運転員】そこの時間感覚は，ちょっと，わかんないですね，はい。

【調査員】もちろん，あの正確な話を今聞いているのではなくて，まぁオー

ダーというか，それは分のオーダーですね，１分２分の。

【運転員】まぁ，まぁ長くても２，３分かな，っていう，それ以内ですね。

このように，１，２分という数字も，そのオーダー（桁）であるというこ

とも運転員側から出された話であり，調査員側も再確認しており，この場面

で話している運転員は同一人物であるが，その場にいる他の３名の運転員か

らも異論や違和感は示されなかったものである。この証言から国会事故調は，

１号機Ａ系非常用ディーゼル発電機のトリップと１号機Ｂ系非常用ディーゼ

ル発電機のトリップの間に１，２分または分単位の時間間隔があったという

のが事故時に１号機中操でパネル監視や機器操作を行っていた運転員の共通

認識と判断した。また，別の機会に国会事故調が行った事故時１号機中操に

いた別の運転員のヒアリングにおいて，運転員が１号機Ａ系のトリップを認

識したときには（そのときにトリップしたのではなく）すでにトリップして

いたという判断も示されている。これらの事実から，国会事故調は１号機Ａ

系非常用ディーゼル発電機のトリップ時刻は１号機Ｂ系非常用ディーゼル発

電機よりも少なくとも１分か２分早いと判断した。

国会事故調は，報告書を作成するに当たり，東電に反論の機会を与える意

味も含め，２０１２年５月１０日付でこの点を示した上で（前述の通りヒア

リングに東電の立会者がいたので秘匿する意味もなかった）東電に対して１

号機Ａ系の非常用電源喪失時刻について他に認定資料があるかを質問した。

これに対し，東電が再度確認したところ当該運転員を含め数名から１Ａと

１Ｂの停止時刻は「ほぼ同時」という証言が得られたとの回答がなされた（２
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０１２年５月３０日付回答）。

この回答の中で東電は，その後２０１２年５月１７日に再度確認したとこ

ろ数名の運転員から「ほぼ同時」という証言が得られたというが，東電は，

国会事故調が設定した回答期限を一度延ばして自ら設定した回答期限の５月

２４日に「現在確認中」として，回答をさらに５月３０日に先延ばしした上

で上記の回答をした。東電が５月１７日にその主張する証言を得ていたので

あれば，なぜ５月２４日に回答しなかったのかという点にも疑問があること

が国会事故調報告書でも指摘されている。

（国会事故調報告書参考資料＝甲第１号証の２ ６４～６５ページ参照）

上述の通り，国会事故調のヒアリングは，被告が管理している場所で運転員

４名が同席する状態でしかも被告側の立会人まで置いてなされたものである

上，問答上も時間幅について調査員側からは運転員の回答を繰り返す以外には

自ら数字を示すこともなく，「１，２分」「２，３分」の言葉は運転員側で言

い出したものであり，任意かつ自発的に出たものであることが明らかである。

この明らかに任意かつ自発的な証言を，当該運転員の勤務先である被告が密

室で（少なくとも国会事故調側に聴取の予告も立ち会い要請も立ち会いももち

ろんなかったし，聴取結果の開示も全くない）「再度確認」して覆させたこと

は，有形無形の圧力の存在を示唆するものであり，極めて非常識な行為である。

３ まとめ

被告は，津波の到達時刻に関して誤りと自ら認識し国会事故調に対しても誤

りであったと回答した虚偽の主張を一般国民や政府に対しては今なお述べ続け

ており，１号機Ａ系の非常用ディーゼル発電機の停止時刻に関して自らに不利

な聴取結果を知るや従業員を密室で「再度確認」してその証言を覆させるとい

う異常な行動に出ており，他にも津波来襲状況を撮影した写真の撮影者への国

会事故調のヒアリングを阻止するなど，津波原因説が覆されることを阻止すべ
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くなりふり構わぬ言動をとり続けている。

このように原発の存続のためには平然と嘘をつき異常な行動に出る被告が，

原発の安全性を主張するに当たっては他の論点についても同様の姿勢にでるこ

とが推認でき，本訴においても被告の主張の信用性の判断は，ことのほか慎重

になされるべきである。
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別表

津波来襲写真（４号機タービン建屋南側撮影）の整理

番 写真（縮小版） カメラの内蔵 第２波４号機 備考

号 時計上の撮影 海側エリア着

時刻（15時） 岸との時刻差

1 35分 16秒 7分 05秒前 第１波

2 35分 50秒 6分 31秒前 第１波

3 36分 18秒 6分 03秒前 第１波

4 36分 43秒 5分 38秒前 第１波

東電最終報告

5 40分 17秒 2分 04秒前 「最大波」防

波堤突端到達

そのまま消え

6 40分 28秒 1分 53秒前 去る「最大波」

第２波防波堤

7 41分 25秒 0分 56秒前 突端到達
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8 41分 36秒 0分 45秒前 第２波

9 41分 53秒 0分 28秒前 第２波

10 41分 58秒 0分 23秒前 第２波

第２波４号機

11 42分 21秒 ±０ 海側エリア着

岸

12 42分 25秒 0分 04秒後 第２波

第２波（後続

13 42分 58秒 0分 37秒後 波）

第２波（後続

14 43分 13秒 0分 52秒後 波）


